
No.
告示
番号

枝番 疾病名 修正箇所 修正内容 バージョン番号

1 18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)
P7
■ 診断基準に関する事項
Ｃ．鑑別診断

修正前：「副腎ミエロニューロパチ」
修正後：「副腎ミエロニューロパチー」

2506

2 227 オスラー病
P4
■ 重症度分類に関する事項

修正前：「以下1～6の項目のうち」
修正後：「以下1)～6)の項目のうち」

2506

3 187 歌舞伎症候群
P3
■ 重症度分類に関する事項

修正前：「基準(ア)～」「基準(イ)～」「基準(ウ)～」
修正後：「基準(ア)：～」「基準(イ)：～」「基準(ウ)：～」

2506

4 99 慢性特発性偽性腸閉塞症
P3
■ 診断基準に関する事項
Ａ．病態　b）

修正前：「病脳期間」
修正後：「病悩期間」

2506

5 175 ウィーバー症候群
P4
■ 重症度分類に関する事項

修正前：「基準(ア)～」「基準(イ)～」「基準(ウ)～」「基準(エ)～」
修正後：「基準(ア)：～」「基準(イ)：～」「基準(ウ)：～」「基準(エ)：～」

2506

6 234 1 ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）
P5
■ 診断基準に関する事項
Ｄ．鑑別診断

修正前：「1.全て除外」　※「可」の字が隠れ文字
修正後：「1.全て除外可」

2506



7 3 脊髄性筋萎縮症
P5
■ 診断基準に関する事項
Ｄ．鑑別診断

修正前：「ポリオ症候群」
修正後：「ポリオ後症候群」

2506

8 241 高チロシン血症１型
P3
■ 診断基準に関する事項
Ａ．症状　①

修正前：「（Tyr＞200nmol/mL）、あるいは血中SA＞10nmol/L」
修正後：「（Tyr＞200nmol/mL、あるいは血中 SA＞10nmol/L） 」

2506

9 220 急速進行性糸球体腎炎
P6
■ その他の事項
ウ

修正前：ミゾリビン投与量単位「mg」
修正後：ミゾリビン投与量単位「mg/日」

2506

10 220 急速進行性糸球体腎炎
P6
■ その他の事項
ウ

追記：「※1」「※1 隔日投与の場合は、平均せず、投与日における投与量を記入
してください。」
追記：「※2」「※2 1 回あたりの投与量を記入してください。」

2506

11 331 特発性多中心性キャッスルマン病
P3
■ 診断基準に関する事項
Ｄ．参考となる鑑別診断

削除：「 *その他本疾病類似疾患は以下を参照」、その他本疾患類似疾患欄 2506

12 334 脳クレアチン欠乏症候群
P3, 4
■ 診断基準に関する事項
Ｂ．検査所見

削除：a, b, c下の注意書き
修正：ページ区切り箇所

2506



13 95 自己免疫性肝炎
P6
■ その他の事項
検査所見（新規）

追記：「ALPとAST値との比は、それぞれを正常の上限値で除した比で表され
る。すなわち、（ALP値÷ALP正常上限値)÷(AST値÷AST正常上限値）。ALTに
ついても同様に計算する。」

2506

14 41 巨細胞性動脈炎

P4
■ 重症度分類に関する事項

P5
■ その他の事項
症状

修正前：「大動脈閉鎖不全症」
修正後：「大動脈弁閉鎖不全症」

2506

15 60 再生不良性貧血
P3
■ 重症度分類に関する事項

修正前：「stage1 軽症：下記以外で輸血を必要としない」
修正後：「stage1 軽症：下記以外の場合」

2506

16 66 IgＡ 腎症
P3
■ 診断基準に関する事項
Ａ．検査所見

修正前：「不明」
修正後：「検査年月日不明」

2506

17 75 クッシング病
P5
■ 重症度分類に関する事項

修正前：「血中コルチゾール　pg/ml」
修正後：「血中コルチゾール濃度単位　µg/ml」

2506

18 76 1  下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症（中枢性思春期早発症）
P4
■ 診断基準に関する事項
Ｂ．副症候

修正前：身長年齢　□□□歳□か月、骨年齢　□□□歳□か月、暦年齢　□□
□年□ヶ月
修正後：身長年齢　□□□歳□□か月、骨年齢　□□□歳□□か月、暦年齢
□□□年□□ヶ月

2506



19 86 肺動脈性肺高血圧
P3
■ 診断基準に関する事項
＜診断のカテゴリー＞

修正前：「1．右心カテーテル検査所見を満たす」
修正後：「1．右心カテーテル検査所見および肺血流シンチグラム
所見を満たす」

2506

20 274 骨形成不全症
P3
■ 診断基準に関する事項
＜診断のカテゴリー＞

修正前：「Definite1：Aのうち 3項目以上＋Ｂのうち 3項目以上を満たし、Ｄの鑑
別すべき疾患を除外し、Ｃを満たすもの
Definite 2：Ａのうち 4項目以上＋Ｂのうち 4項目以上を満たし、Ｄの鑑別すべき
疾患を除外したもの
Probable：Ａのうち 3項目以上＋Ｂのうち 2項目以上を満たし、Ｄの鑑別すべき疾
患を除外したもの」
修正後：「Definite1：Aのうち 3項目以上＋Ｂのうち 3項目以上を満たし、Cの鑑
別すべき疾患を除外し、Dを満たすもの
Definite 2：Ａのうち 4項目以上＋Ｂのうち 4項目以上を満たし、Cの鑑別すべき
疾患を除外したもの
Probable：Ａのうち 3項目以上＋Ｂのうち 2項目以上を満たし、Cの鑑別すべき疾
患を除外したもの」

2506

21 193 プラダー･ウィリ症候群
P4
■ 重症度分類に関する事項

削除：「□ 小児（18歳未満）で、治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物
療法を行っている
 （成長ホルモン治療を行う場合は、小児慢性特定疾病の備考に定める基準を満
 たすものに限る）」

2506

22 195 ヌーナン症候群
P4
■ 重症度分類に関する事項

削除：「□ 小児（18歳未満）で治療で補充療法、機能抑制療法その他の薬物療
法を行っている
 （成長ホルモン治療を行う場合は、小児慢性特定疾病の備考に定める基準を満
 たすものに限る）」

2506


